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平成 22 年度の税制改正により、平成 23 年 1 月以後

に支払う給与より改正した源泉所得税が適用される

ことになります。 

ここでは、給与計算業務に密接に関わる「扶養控除

関係」の改正についてご案内します。 

 

◆年少扶養親族に対する扶養控除の廃止 

 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除38万 

円が廃止になります。 

 平成 22 年までは、生計を同一にする合計所得が 

38万円以下の親族が控除対象親族だったのですが、 

これが、年齢で区別されることになります。 

  ◆特定扶養親族の範囲の変更 

   年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ 

  部分（25 万円）が廃止され、これらの人に対する 

  扶養控除の額は 38 万円とすることとされました。 

   これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢 19 歳 

  以上 23 歳未満の扶養親族に変更されました。 

   平成 22 年までは、年齢 16 歳以上 23 歳未満の人 

  が特定扶養親族であり、扶養控除の金額が 1 人につ 

き 38 万円＋25 万円でしたが、平成 23 年 1 月以後 

は、年齢 16 歳以上 19 歳未満の人は、一般の扶養親 

族として 38 万円の扶養控除になります。 

   

  年齢別の扶養控除の概要は下図になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
 
 
 

 

◆障害者等の控除額の変更 

年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたこと

に伴い、同居特別障害者に対する障害者控除の金額

が 1 人につき 75 万円に改められました。 

給与等に対する源泉徴収税額は、今まで通り障害

者に該当するごとに扶養親族の数に 1 人を加えて計

算しますが、年少扶養親族の人数については、数に

加えないことになりますので、注意が必要です。 

 

（例）同居特別障害者（一般の控除対象扶養親族）の場合 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改正後の扶養控除金額等は下記になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 月の給与支払時に慌てないように、事前準備とし 

て社員の扶養親族に関して確認しておきましょう。 
 

 

月刊 ２０１１年１月号 
      

社会保険労務士福島祐一郎事務所 
東京都港区元赤坂 1-7-10 

グランドメゾン元赤坂 904 

TEL 03(5770)4135 FAX 03(5770)4136 

E-ｍａｉｌ : yuichi@fukushima-silc.com 
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          ～扶養控除関係の改正について～ 

年少扶養親族の場合は、

扶養控除 38 万円は廃止 


